
 

②
保
険
料
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
対
し

て
保
険
料
を
計
算
し
ま
す
。

７
月
中
旬
に
保
険
料
額
お
よ

び
納
付
方
法
の
通
知
を
役
場
福

祉
課
か
ら
送
付
し
ま
す
。

◆
保
険
料
の
計
算
方
法

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
額
は
被
保
険
者
全
員
が
定

額
を
負
担
す
る「
均
等
割
額
」と
、

そ
の
方
の
所
得
に
応
じ
て
負
担

す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額

で
す
。

◆
均
等
割
額
の
軽
減

所
得
が
低
い
世
帯
に
属
す
る

方
は
、
下
表
の
基
準
に
よ
り
均

等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
該

当
者
に
は
軽
減
措
置
を
行
っ
た

後
の
額
を
通
知
し
ま
す
。

◆
保
険
料
の
徴
収
方
法

保
険
料
の
徴
収
方
法
は
、
原

則
と
し
て
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
天
引
き
）
で
す
。

た
だ
し
、
条
件
に
満
た
な
い

場
合
は
、
納
付
書
で
納
付
す
る

普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

申
請
し
て
も
ら
う
こ
と
で
口
座

振
替
に
変
更
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

特
別
徴
収
の
方
は
、
保
険
料

額
決
定
通
知
書
に
て
10
月
以
降

の
年
金
支
給
月
ご
と
に
天
引
き

さ
れ
る
額
を
通
知
し
ま
す
。

　

普
通
徴
収
の
方
は
、
保
険
料

額
決
定
通
知
書
お
よ
び
納
付
書

を
送
付
し
ま
す
。

【
特
別
徴
収
の
徴
収
月
】

第
１
期
＝
４
月
、
第
２
期
＝

６
月
、
第
３
期
＝
８
月
、
第
４

期
＝
10
月
、
第
５
期
＝
12
月
、

第
６
期
＝
２
月

【
特
別
徴
収
額
の
算
定
方
法
】

10
月
・
12
月
・
２
月
の
年
金

天
引
き
額
＝
令
和
５
年
度
保
険

料
（
４
年
中
の
所
得
を
基
礎
と

す
る
仮
徴
収
額
）
か
ら
４
月
・

６
月
・
８
月
の
年
金
天
引
き
額

（
３
年
中
の
所
得
を
基
礎
と
す
る

仮
徴
収
額
）
を
差
し
引
い
た
額

【
普
通
徴
収
の
納
期
】

第
１
期
＝
７
月
、
第
２
期
＝

８
月
、
第
３
期
＝
９
月
、
第
４

期
＝
10
月
、
第
５
期
＝
11
月
、

第
６
期
＝
12
月
、
第
７
期
＝
１

月
、
第
８
期
＝
２
月
、
第
９
期

＝
３
月

▼
詳
し
く
は
、
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
事
業
課
（
☎

０
５
９
︱
２
２
１
︱
６
８
８
３
）、

ま
た
は
役
場
福
祉
課
（
☎
33
︱

０
３
３
９
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

年間保険料額＝①＋②
　　　　　　　　　（上限 66 万円）
①被保険者均等割額 ＝ 44,589 円
※所得に応じて、左表のとおり軽減されます
②所得割額 ＝｛総所得金額 －基礎控除額 ｝
　　　　　　　× 所得割率（8.99%）

【保険料の算定】

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

In
fo
rm
a
tio
n

役
場
福
祉
課

【均等割の軽減】
同一世帯の被保険者および

世帯主の総所得金額等の合算額の区分 軽減割合 軽減後の額

43万円＋10万円×（年金・給与所得
者数－１）以下 ７割 13,376円

43万円＋29万円×被保険者数＋10万円
×（年金・給与所得者数－１）以下 ５割 22,294円

43万円＋53.5万円×被保険者数＋10万
円×（年金・給与所得者数－１）以下 ２割 35,671円

In
fo
rm
a
tio
n

　
役
場
福
祉
課

　

町
で
は
、
令
和
５
年
６
月
１
日
現
在
、
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、

令
和
５
年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
世
帯
や
、
予
期
せ
ず
令
和
５
年
１
月
か
ら
令
和

５
年
10
月
ま
で
の
家
計
が
急
変
し
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
均
等
割
非
課
税
相
当
と
な
っ
た
世

帯
を
支
援
す
る
た
め
、
国
の
給
付
金
で
あ
る
価
格
高
騰
対
策
特
別
給
付
金
（
３
万
円
）
を
給

付
し
ま
す
。

住
民
税
均
等
割
非
課
税
等
の
世
帯
に

価
格
高
騰
対
策
特
別
給
付
金
３
万
円
を
給
付
し
ま
す

◆
手
続
き
が
不
要
な
世
帯

　

令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割
が

非
課
税
の
世
帯
で
対
象
と
な
り
う

る
世
帯
の
う
ち
、
令
和
４
年
度
価

格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
を
町
か

ら
受
給
し
た
世
帯
に
つ
い
て
は
、

７
月
上
旬
以
降
に
、
給
付
金
の
支

給
に
関
す
る
お
知
ら
せ
文
書
を
世

帯
主
宛
に
送
付
し
ま
す
。

※
給
付
金
の
支
給
を
希
望
し
な
い
旨

　

の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
受

　

給
拒
否
届
出
書
を
送
付
し
ま
す
。

◆
家
計
が
急
変
し
た
世
帯
は

　
申
請
が
必
要
で
す

　

令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割

は
課
税
さ
れ
て
お
り
、
予
期
せ

ず
令
和
５
年
１
月
か
ら
令
和
５

年
10
月
ま
で
の
家
計
が
急
変
し
、

世
帯
全
員
が
住
民
税
均
等
割
非

課
税
相
当
と
な
っ
た
世
帯
（
家

計
急
変
世
帯
）
の
方
は
、
収
入

が
減
少
し
た
こ
と
を
役
場
福
祉

課
ま
で
申
請
す
る
こ
と
で
、
給

付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
給
付
金
を
申
請
す
る
際

◆
申
請
書
等
提
出
期
限
は

　
令
和
５
年
10
月
31
日
㈫
ま
で

　

申
請
書
等
の
提
出
期
限
は
、

令
和
５
年
10
月
31
日
㈫
ま
で
で

す
の
で
、
給
付
の
対
象
と
な
る

方
は
、
期
限
ま
で
に
役
場
福
祉

課
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
通
知
書
に
記
載
の
口
座
を
解
約

　

し
て
い
る
な
ど
、
給
付
金
の
支

に
は
、
給
与
明
細
書
や
年
金
振
込

通
知
書
な
ど
の
収
入
額
が
減
少
し

た
こ
と
が
わ
か
る
書
類
、
事
業
収

入
、
不
動
産
収
入
に
か
か
る
経
費

の
金
額
が
わ
か
る
書
類
の
提
出
が

必
要
で
す
。

　

家
計
急
変
世
帯
で
の
給
付
対
象

に
な
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
場

合
は
、
一
度
役
場
福
祉
課
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

◆
平
日
に
来
庁
で
き
な
い
方

　

家
計
急
変
世
帯
の
申
請
な
ど

で
、
平
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
15
分
ま
で
に
来
庁
で
き
な

い
方
は
、
休
日
の
受
付
な
ど
個
別

に
対
応
し
ま
す
の
で
、
随
時
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　

給
に
支
障
が
で
る
旨
の
申
し
出

　

が
あ
っ
た
場
合
は
、
口
座
変
更

　

な
ど
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
た

　

だ
き
ま
す
。

◆
手
続
き
が
必
要
な
世
帯

　

令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割
が

非
課
税
の
世
帯
で
対
象
と
な
り
う

る
世
帯
の
う
ち
、
上
記
の
申
請
不

要
な
世
帯
以
外
の
方
に
は
、
給
付

内
容
等
が
書
か
れ
た
「
確
認
書
」
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
中
身
を
確
認

し
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
役

場
福
祉
課
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）

　
な
ど
を
理
由
に
避
難
し
て
い
る
方

　

Ｄ
Ｖ
な
ど
で
住
民
票
を
異
動
さ

せ
ず
、
紀
宝
町
に
避
難
中
の
方
も

価
格
高
騰
対
策
特
別
給
付
金
を
ご

自
身
で
受
給
で
き
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
住
民
票
上
の
世
帯

主
が
す
で
に
給
付
金
を
受
け
取
っ

て
い
る
場
合
で
も
、
一
定
の
要
件

（
Ｄ
Ｖ
避
難
中
で
あ
る
こ
と
の
証

明
と
収
入
要
件
）
を
満
た
せ
ば
、

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
役
場
福
祉
課
（
☎

33
ー
０
３
３
９
）
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

①
保
険
証
に
つ
い
て

８
月
１
日
か
ら
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
が
変
わ
り
ま
す
。
新

し
い
保
険
証
（
ピ
ン
ク
色
）
は

７
月
下
旬
に
、
ご
自
宅
に
郵
送

（
簡
易
書
留
）
し
ま
す
。

現
在
、
使
用
さ
れ
て
い
る
被
保

険
者
証
（
若
草
色
）
は
、
８
月
１

日
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

若
草
色
の
保
険
証
は
８
月
１

日
以
降
に
役
場
福
祉
課
に
返
却

す
る
か
、
ハ
サ
ミ
な
ど
で
裁
断

　後期高齢者医療被保険者証　有効期限
被保険者番号　９９９９９９９９　  令和　５年　７月３１日
住所　紀宝町○○９９９番地９９

　　　 ミ    　エ　   　 　     タロウ

氏名　三重　太郎　　      性別　男　
生年月日　昭和９９年９９月９９日  資格取得年月日　令和９９年９９月９９日
発効期日　令和９９年９９月９９日  交付年月日   　　令和９９年９９月９９日

一部負担金の割合　　　　　　　１割

保 険 者 番 号　 ３　９　２　４　５　６　２　６ 
保　険　者　名　三重県後期高齢者医療広域連合

三重県後期
高齢者医療
広域連合印

新しい保険証は
ピンク色です。

し
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
８

月
か
ら
は
必
ず
新
し
い
保
険
証

（
ピ
ン
ク
色
）
で
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

 2023 - 7 4  2023 - 75


